
ルクセンブルク経済・金融情勢（２０１８年５月） 

 

１ 統計関連 

● ２０１８年５月のインフレ率は年率で１．３３％（前月１．０７％）（６月６日付統計

局プレスリリース） 

● ２０１８年４月の失業率は５．６％（前月５．７％，前年同月６．０％）（５月２０日

付統計局及び職業安定所プレスリリース） 

● ２０１８年５月の消費者信頼感指数は＋１４（前月＋１３）（５月３０日付統計局プレ

スリリース） 

● 当国の金融監督委員会，ＣＳＳＦによれば，２０１７年の当国の銀行業界の純利益が

前年比で２０．１％減となり，３８億ユーロとなった。なお，課税前の純利益も５３億ユ

ーロと，前年比で１５．４％減である。（５月９日付 Luxembourg Times紙） 

● ＥＵ統計局によれば，２０１７年におけるルクセンブルクの投資額の対ＧＤＰ比は１

７％であり，ＥＵ諸国において最も低い。なお，ＥＵ全加盟国の投資額の平均はＧＤＰの

２０．１％である。（５月１４日付 Luxembourg Times紙） 

● ルクスリークスに関して，１５日に破毀院は同訴訟を保留すると判決を下した。これ

はすなわち，デルトゥール被告人は有罪であると確定したが刑の執行はなされないという

結果となった。なお，デルトゥール氏は PwC 社に民事訴訟上の賠償金を支払う事になって

いる。（５月１５日付 Luxembourg Times紙） 

● 欧州委員会によれば，ルクセンブルクはデンマーク，スウェーデン，フィンランド，

オランダに次いでＥＵ内で第５位にデジタル経済が発展している国である。（５月１９日付

Luxembourg Times紙） 

● 米国が欧州からのアルミニウム，鉄製品，自動車製品の輸入品に対して関税をかける

と決定したことで，ルクセンブルクのＧＤＰはおよそ１億２５００万ユーロ（０．２４％）

減少する見込み。なお，鉄とアルミニウム業に関しては３１００万ユーロ（０．０６％），

自動車製品に関しては９４００万ユーロ（０．１８％）の減少となる見込み。（５月２６日

付 Luxembourg Times紙） 

 

２ 政府等関連 

● 当国の銀行業協会（ＡＢＢＬ）と主要な３労働組合（ＡＬＥＢＡ、ＬＣＧＢ、ＯＧＢ

Ｌ）は，１年以上に及ぶ交渉の末，２０１８－２０年次の集団協定（collective agreement）

について基本合意に達した旨，公表した。集団協定は，当国に所在する銀行等の金融関連

企業の労働者について，給与，休暇等の労働条件を定めるもの。今般の基本合意では，６

月のボーナスの１０％引上げ，労働時間や訓練制度についての改善等について合意がなさ

れた。（５月１１日付 Luxembourg Times紙） 

● 当国年金基金の２０１７年の運用状況は，１６５億ユーロの運用資産について平均３．



８９％の運用益を上げた。投資項目別では，株式（投資資産の３２．５％）から８．８３％，

その他の債券（同５４％）から０．８７％，不動産から０．７１％，金融ファンド（同５％）

から０．１７％の運用益。運用益が目標に達していないこと，及び低金利の投資環境にあ

ることから，２０１８年は投資先の配分を変え，株式には投資資産の４０％，その他の債

券には５０．５％，金融ファンドには１％を充てることとした。また，気候変動対策の一

環として，今後は，１１億ユーロを持続可能型の投資先や，ユーロ建てグリーンボンドに

充てることとした。（５月１９日付 Luxembourg Times紙） 

● 欧州委員会は，当国の早期退職制度のために，高齢者にとって財政的インセンティブ

が低いことから，当国における高齢者の労働者が少ないことに着目し，政府に高齢者のた

めの雇用を増やすよう要求した。なお，当国は２０７０年に退職者が一気に増加する見込

みであり，公的予算を圧迫すると考えられている。（５月２３日付 Luxembourg Times紙） 

● ５月２５日に施行されたＧＤＰＲ（一般データ保護規則）に関して，当国情報保護委

員会（ＣＮＰＤ）Tine Larsen委員長は，多くの企業が施行日までに体制を整えられたとは

考えていない，ＣＮＰＤはすぐに罰金を科したいわけではなく，企業が規則に従う体制を

整えられるよう助言を与える姿勢でいる，また夏から秋にかけて企業の実施体制を調査す

る予定だ，とコメントした。（５月２５日付 Luxembourg Times紙） 

● 欧州投資銀行（ＥＩＢ）は，２０１５年１２月に教育インフラにおけるエネルギー効

率を向上させるための資金として，３億ユーロを当国政府に無利子で融資する合意を結ん

でおり，最初の１．５億ユーロが２０１７年７月に実施され，後半の１．５億ユーロが本

年５月２８日に実施された。なお，この合意はＣＯＰ２１によって設定された環境保護の

ための計画を実現するためのものである。（５月２９日付 Luxembourg Times紙） 

 

３ 企業関連 

● 東京海上グループは，ルクセンブルクへの拠点設置に関し，当国保険監督局（ＣＡＡ）

及び日本の当局から許可を取得した。これにより，Brexit の交渉結果に係わらず，欧州経

済領域（ＥＥＡ）内の顧客に対してサービスを提供することが可能になる。当国に設置さ

れる拠点は，米国ヒューストン所在の Tokyo Marine HCC社の子会社となる予定。なお，事

業開始は本年下半期の予定。（５月８日付 Luxembourg Times紙） 

● 鉄鋼機械を生産する企業である Paul Wurthは，鉄鋼業界における大型の受注が減少し

ている状況にもかかわらず，２０１７年における収益が８．１％増加。（５月９日付

Luxembourg Times紙） 

● Luxair 社の２０１７年の純利益は９５００万ユーロであり，前年の４４００万ユーロ

と比較して大幅な増加となった。同社の総収入は５億３５００万ユーロで７％増となった。

（５月１５日付 Luxembourg Times紙） 

● ドイツの証券取引所を運営している Deutsche Borse社は，取引後のサービスを提供す

るルクセンブルクに本社がある Clearstream 社，ドイツのフィンテックベンチャー企業で



ある Figo 社，ルクセンブルクのレグテック（regulation technology）ベンチャー企業で

ある Finologee 社と共同で，フィンテックを取り扱うプラットフォームを立ち上げること

を決定した。事業開始は本年第４四半期の予定。（５月１５日付 Luxembourg Times紙） 

● ルクセンブルクのファンド企業である FundRock 社は，スイス系銀行 Skandinaviska 

Enskilda Banken（ＳＥＢ）の当国におけるファンドサービス部門を買収。（５月２２日付

Luxembourg Times紙） 

● ルクセンブルクの新規の宇宙機構と投資基金が設置され，同機構の事業開始は本年の

夏休み前を予定している。同機構は他国の既存のものと異なり，科学研究ではなく経済活

動に焦点を置くもので，本年初めより，１２人が雇用された。（５月２８日付 Luxembourg 

Times紙） 

 

４ 大臣等動向 

● ８－１０日 グラメーニャ財務相，欧州復興開発銀行（ＥＢＲＤ）年次総会出席のた

め，ヨルダン訪問。あわせて，同国財務大臣と会談し二重課税防止の協定の実施等につい

て議論。（５月１３日付 Chronicle.lu） 

● １４－１７日 シュナイダー副首相兼経済相，米国への実務的訪問に際し，ガーディ

アン社，デュポン社等の当国に拠点を置く米国企業を訪問。（５月１９日付 Chronicle.lu） 

● ２４－２５日 グラメーニャ財務相，ユーロ圏経済財政会合（ecofin）出席のため，

ブリュッセル訪問。（５月２３日付 Chronicle.lu） 

● ３０－３１日 グラメーニャ財務相，ＯＥＣＤ閣僚理事会出席のため，パリ訪問。（５

月３１日付政府広報） 

 

※当国政府機関の公開資料や各種報道などの公開情報をとりまとめたもの 

 


